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(57)【要約】
【課題】地理的データベースの位置を用いた道路セグメ
ントの記載を提供する方法、システムおよび受信器を提
供すること。
【解決手段】本発明は、地理的データベースに格納され
ている位置を用いた道路セグメントの記載を提供する方
法に関する。道路セグメントの記載は、ユーザーに出力
される。道路セグメントは、位置参照ポイントに基づき
、地理的データベースにおいて識別される。位置参照ポ
イントは、地理的データベースにおける前記道路セグメ
ントの一意的な識別を、ＩＳＯ　１７５７２－３に従う
動的位置参照技術に基づいて可能にする。方法は、２つ
の第一の位置参照ポイントを提供する工程と、２つの第
二の位置参照ポイントを提供する工程とを含む。
【選択図】図８
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　地理的データベースに格納されている位置を用いた道路セグメントの記載を提供する方
法であって、該道路セグメントの記載は、ユーザーに出力され、該道路セグメントは、位
置参照ポイントに基づき、該地理的データベースにおいて識別され、該位置参照ポイント
は、該地理的データベースにおける該道路セグメントの一意的な識別をＩＳＯ　１７５７
２－３に従う動的位置参照技術に基づき可能にし、
　該方法は、
　２つの第一の位置参照ポイントを提供する工程であって、該２つの第一の位置参照ポイ
ントを用いて、該道路セグメントを含む、より大きい道路セクションは記載され、該２つ
の第一の位置参照ポイントのうちの１つは、該より大きい道路セクションの第一の端に位
置決めされた地理的オブジェクトに対応し、該２つの第一の位置参照ポイントのうちの他
方は、該より大きい道路セクションの第二の端に位置決めされた地理的オブジェクトに対
応する、工程と、
　２つの第二の位置参照ポイントを提供する工程であって、該２つの第二の位置参照ポイ
ントを用いて、該より大きい道路セクション内の該道路セグメントの場所は、該より大き
い道路セクションのサブセクションを規定することによって、より正確に地理的に規定さ
れ、該サブセクションにおいて、該道路セグメントは、該２つの第二の位置参照ポイント
を用いて位置決めされる、工程と
　を含む、方法。
【請求項２】
　前記道路セグメントは、位置参照コアポイントに基づき、前記地理的データベースにお
いて識別され、前記２つの第一および２つの第二の位置参照ポイントは、位置参照拡張ポ
イントであり、該位置参照拡張ポイントは、該位置参照コアポイントに加えられ、ユーザ
ーに出力される該道路セグメントの記載のために用いられる、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記道路セグメントは、前記第一の位置参照ポイントを接続することによって規定され
る接続と、前記２つの第二の位置参照ポイントを接続することによって規定される接続と
の間の重複上に位置決めされる、請求項１～２のうちのいずれか一項に記載の方法。
【請求項４】
　前記道路セグメントの記載を、前記提供された記載を用いて生成する工程であって、該
道路セグメントは、前記より大きい道路セクションを前記２つの第一の位置参照ポイント
を用いて記載することと、該より大きい道路セクション内の前記サブセクションを前記２
つの第二の位置参照ポイントを用いて記載することとによって記載され、該生成された記
載はユーザーに出力される、工程をさらに含む、請求項１～３のうちのいずれか一項に記
載の方法。
【請求項５】
　前記提供された記載は、前記道路セグメントのテキスト出力を前記ユーザーに対して生
成するために用いられる、請求項４に記載の方法。
【請求項６】
　前記記載された道路セグメントは、交通事象が生じた道路セグメントであり、該道路セ
グメントの記載は、前記ユーザーに該道路セグメント上の該交通事象に関して通知するた
めに用いられる、請求項１～５のうちのいずれか一項に記載の方法。
【請求項７】
　前記第一の２つの位置参照ポイントは、前記より大きい道路セクションを含む道路の前
記１つの端および前記他方の端上に位置決めされた地理的オブジェクトを記載し、前記第
二の２つの位置参照ポイントは、該道路上の該道路セグメントをさらに範囲設定する地理
的オブジェクトを記載する、請求項１～６のうちのいずれかに記載の方法。
【請求項８】
　前記２つの第一の位置参照ポイントから前記道路セグメントまでの距離は、前記２つの
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第二の位置参照ポイントから該道路セグメントまでの距離よりも大きい、請求項１～７の
うちのいずれか一項に記載の方法。
【請求項９】
　地理的データベースに格納されている位置を用いた道路セグメントの記載を生成するシ
ステムであって、該道路セグメントの記載は、ユーザーに出力され、該道路セグメントは
、位置参照ポイントに基づき、該地理的データベースにおいて識別され、該位置参照ポイ
ントは、該地理的データベースにおける該道路セグメントの一意的な識別をＩＳＯ　１７
５７２－３に従う動的位置参照技術に基づき可能にし、
　該システムは、
　受信器であって、該受信器は、該道路セグメントに関する情報を受信する、受信器と、
　処理ユニットであって、該処理ユニットは、２つの第一の位置参照ポイントを決定する
ように構成されており、該２つの第一の位置参照ポイントを用いて、該道路セグメントを
含む、より大きな道路セクションは記載され、該２つの第一の位置参照ポイントのうちの
１つは、該より大きな道路セクションの第一の端に位置決めされた地理的オブジェクトに
対応し、該２つの第一の位置参照ポイントのうちの他方は、該より大きな道路セクション
の第二の端に位置決めされた地理的オブジェクトに対応し、該処理ユニットは、２つの第
二の位置参照ポイントを決定するようにさらに構成されており、該２つの第二の位置参照
ポイントを用いて、該より大きな道路セクション内の該道路セグメントの場所を該より大
きな道路セクションのサブセクションを規定することによって、より正確に地理的に規定
し、該サブセクションにおいて、該道路セグメントは、該２つの第二の位置参照ポイント
を用いて位置決めされる、処理ユニットと、
　メッセージ生成ユニットであって、該メッセージ生成ユニットは、ユーザーに出力され
る該道路セグメントの記載を生成し、該記載は、該２つの第一の位置参照ポイントおよび
該２つの第二の位置参照ポイントを含む、メッセージ生成ユニットと
　を含む、システム。
【請求項１０】
　前記メッセージ生成ユニットは、前記道路セグメントの記載を前記２つの第一の位置参
照ポイントを用いて、前記より大きな道路セクションを記載することと、該より大きな道
路セクション内の前記サブセクションを記載することとによって生成するように構成され
ており、該サブセクションにおいて、該道路セグメントは、前記２つの第二の位置参照ポ
イントを用いて位置決めされる、請求項９に記載のシステム。
【請求項１１】
　前記処理ユニットは、前記第一の２つの位置参照ポイントが前記より大きな道路セクシ
ョンを含む道路の前記１つの端および前記他方の端上に位置決めされた地理的オブジェク
トを記載するような態様と、前記第二の２つの位置参照ポイントが該道路の該道路セグメ
ントをさらに範囲設定する地理的オブジェクトを記載するような態様とで該２つの第一の
位置を決定するように構成されている、請求項９または１０に記載のシステム。
【請求項１２】
　前記地理的オブジェクトは、村、都市密集地または関心のある位置である、請求項１１
に記載のシステム。
【請求項１３】
　前記メッセージ生成ユニットは、前記道路セグメントの記載を前記２つの第一および第
二の位置参照ポイントを前記位置参照拡張ポイントとして前記メッセージ内に生成する、
請求項９～１２のうちのいずれかに記載のシステム。
【請求項１４】
　道路セグメント上の交通事象に関する情報を含む交通メッセージを受信する受信器であ
って、該道路セグメントは、位置参照ポイントに基づき、地理的データベースにおいて識
別され、該位置参照ポイントは、該地理的データベースにおける該道路セグメントの一意
的な識別をＩＳＯ　１７５７２－３に従う動的位置参照技術に基づき可能にし、
　該受信器は、
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　受信ユニットであって、該受信ユニットは、２つの第一の位置参照ポイントを含むメッ
セージを受信し、該２つの第一の位置参照ポイントを用いて、該道路セグメントを含む、
より大きな道路セクションは記載され、該２つの第一の位置参照ポイントのうちの１つは
、該より大きな道路セクションの第一の端に位置決めされた地理的オブジェクトに対応し
、該２つの第一の位置参照ポイントのうちの他方は、該より大きな道路セクションの第二
の端に位置決めされた地理的オブジェクトに対応し、該メッセージは、２つの第二の位置
参照ポイントをさらに含み、該２つの第二の位置参照ポイントを用いて、該より大きな道
路セクション内の該道路セグメントの場所は、該より大きな道路セクションのサブセクシ
ョンを規定することによって、より正確に地理的に規定され、該サブセクションにおいて
、該道路セグメントは、該２つの第二の参照ポイントを用いて位置決めされる、受信ユニ
ットと、
　デコーダーであって、該デコーダーは、該受信されたメッセージをデコードし、該第一
および第二の位置参照ポイントを抽出する、デコーダーと、
　情報生成ユニットであって、該情報生成ユニットは、該受信器のユーザーに出力される
記載を生成するように構成されており、該ユーザーに該道路セグメント上の該交通事象に
関して通知し、該道路セグメントは、該第一の２つの位置参照ポイントおよび該第二の２
つの位置参照ポイントを用いて記載される、情報生成ユニットと
　を含む、受信器。
【請求項１５】
　前記情報ユニットは、ユーザーに出力される前記記載を、前記より大きい道路セクショ
ンを前記２つの第一の位置参照ポイントを用いて記載することと、該より大きな道路セク
ション内のサブセクションを記載することとによって、生成し、該サブセクションにおい
て、該道路セグメントは、前記２つの第二の位置参照ポイントを用いて位置決めされる、
請求項１４に記載の受信器。
【請求項１６】
　前記情報ユニットは、ユーザーに出力される前記記載を、前記第一の２つの位置参照ポ
イントとして、前記より大きい道路セクションを含む道路の１つの端および他方の端上に
位置決めされた地理的オブジェクトを記載することと、前記２つの第二の参照ポイントと
して、該道路上の前記道路セグメントをさらに範囲設定する地理的オブジェクトを記載す
ることとによって生成する、請求項１４または１５に記載の受信器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、地理的データベースの位置を用いた道路セグメントの記載を提供する方法に
関する。道路セグメントの記載はユーザーに出力される。道路セグメントは、地理的デー
タベースにおいて、位置参照ポイントに基づき識別される。位置参照ポイントは、地理的
データベースにおける前記道路セグメントの一意的な識別を、ＩＳＯ　１７５７２－３（
ＤＬＲ－１とも呼ばれる）に従う動的位置参照技術を用いて可能にする。発明は、道路セ
グメントの記載を生成するシステムと、道路セグメントの記載をユーザーに出力する、交
通メッセージを受信する受信器とにさらに関する。
【背景技術】
【０００２】
　（関連技術）
　乗り物に対する交通情報は、ユーザーと、予め規定された目的地位置までのルートを決
定するナビゲーションシステムとにとって重要な役割を果たす。ＩＳＯ　１４８１９－１
は、ユーザーに示され得る事象指向メッセージをエンドユーザーに提供するように設計さ
れているプロトコルを記載する。この規格は、メッセージ構造およびコンテンツならびに
エンドユーザーへのその表示を規定する。この規格は、無線を介したラジオ受信器へのＲ
ＤＳ－ＴＭＣメッセージ放送を用いる。
【０００３】
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　この規格において、交通事象の異なる位置は、位置の予め規定されたテーブルを用いて
コード化される。ユーザーの注意を喚起するこの方法は、高速道路のような高い道路クラ
スに特に関連して有用である。なぜなら、交通問題が生じた高速道路における２つの接続
ポイントを識別することによって、道路セグメントが容易に識別され得るからである。接
続ポイントの間の高速道路を離れることは可能ではないが、前記接続ポイントの間の道路
セグメントは、一意的に識別され得る。
【０００４】
　しかし、（例えば、所与のネットワークで重要性が最も低い道路における）非常に低い
道路クラス番号を有する道路クラスにおいて交通事象が生じた場合、ＴＭＣコードを用い
ることが難しい場合がある。なぜなら、閉じられた道路セグメントを範囲設定し得る２つ
の位置は、ＴＭＣメッセージによって用いられる位置テーブルに含まれないからである。
【０００５】
　道路交通メッセージとして用いられ得る道路セグメントを識別する別のアプローチは、
ＩＳＯ　１７５７２－３：２００８（ＤＬＲ－１またはＡｇｏｒａ－Ｃとも呼ばれる）に
おいて記載される。この規格は、地理的データベースにおけるオブジェクトに対応する位
置参照を、異なる用途の異なる納入業者によって製造され得る、用いられてきた地理的デ
ータベースとは明らかに無関係な規格態様で記載することを可能にする。後者の規格は、
交通事象が生じた道路セグメントの記載をエンコードするために、エンコード規則が用い
られる動的位置参照技術を用いる。この目的のために、位置参照に対する最小の仕様書を
提供する位置参照コアポイントが用いられる。位置参照コアポイントは、完全で十分なセ
ットの規則を交通テレマティークにおける全ての位置に提供する。この規格は、目的地位
置を参照するために拡張される位置参照拡張ポイントをさらに用いる。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　（概要）
　例えば、全ての可能な道路クラスに関連して用いられ得る交通テレマティーク目的のた
めに、道路セグメントの一意的な記載を可能にする可能性を提供する必要性が存在する。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　この必要性は、独立請求項の特徴によって満たされる。従属請求項において、発明の好
ましい実施形態が記載される。
【０００８】
　発明の第一の局面に従って、ＩＳＯ　１７５７２－３を用いた道路セグメントの記載を
提供する方法が提供される。方法は、２つの第一の位置参照ポイントを提供する工程を含
む。２つの第一の位置参照ポイントを用いて、前記道路セグメントを含む、より大きな道
路セクションが記載される。２つの第一の位置参照ポイントのうちの１つは、前記より大
きい道路セクションの第一の端に位置決めされた地理的オブジェクトに対応する。２つの
第一の位置参照ポイントのうちの他方は、前記より大きい道路セクションの第二の端に位
置決めされた地理的オブジェクトに対応する。加えて、２つの第二の位置参照ポイントが
提供され、２つの第二の位置参照ポイントを用いて、より大きい道路セクション内の道路
セグメントの場所が、より大きい道路セクションのサブセクションを規定することによっ
て、より正確に地理的に規定される。サブセクションにおいて、道路セグメントは、２つ
の第二の位置参照ポイントを用いて位置決めされる。より大きい道路セクションを範囲設
定する２つの第一の位置参照ポイントを提供することと、道路セグメントが位置決めされ
る、より大きい道路セクションの一部をさらに範囲設定する２つの第二の位置参照ポイン
トを提供することとによって、ユーザーに出力され得、ユーザーがより容易に、道路セグ
メントがどこに実際に位置決めされているかを理解することを可能にする記載が得られる
。方法は、より小さな道路上の道路セグメントの識別をとりわけ可能にする。
【０００９】
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　好ましくは、道路セグメントは、２つの第一の位置参照ポイントを接続することによっ
て規定される接続と、２つの第二の位置参照ポイントを接続することによって規定される
接続との間の重複上に位置決めされる。この重複またはインターセクションは、道路セグ
メントが位置決めされる、より大きな道路セクションの一部を規定する。
【００１０】
　２つの第二の位置参照ポイントが、２つの第一の位置参照ポイントよりも道路セグメン
トの近くに位置決めされ得る。しかし、第二の位置参照ポイントのうちの１つは、同時に
第一の位置参照ポイントであることがあり得る（例えば、道路セグメントが、より大きな
道路セクションも記載するために用いられる地理的オブジェクトに非常に近くに位置決め
された場合）。しかし、２つの第二の位置参照ポイントのうちの１つおよび２つの第二の
位置参照ポイントのうちの他方から道路セグメントまでの結合された距離は、第一の位置
参照ポイントから道路セグメントまでの距離よりも短い。
【００１１】
　道路セグメントは、位置参照コアポイントに基づき、地理的データベースにおいて好ま
しくは識別される。２つの第一および２つの第二の位置参照ポイントは、位置参照コアポ
イントに加えられた位置参照拡張ポイントである。位置参照拡張ポイントは、ユーザーに
出力される道路セグメントの記載のために用いられる。この実施形態において、ＩＳＯ　
１７５７２－３において異なる目的のために用いられる位置参照拡張ポイントは、コアポ
イントに加えられ、道路セグメントを詳細に記載するために用いられる。
【００１２】
　道路セグメントの記載は、提供された記載を用いて生成され得る。道路セグメントは、
２つの第一の位置参照ポイントを用いて、より大きい道路セクションを記載することと、
２つの第二の位置参照ポイントを用いて、より大きい道路セクション内のサブセクション
を記載することとによって記載される。４つの位置参照ポイント（好ましくは、位置参照
拡張ポイント）を加えることによって、交通事象が検知され得るか、または閉じられ得る
道路セグメントの一部は、記載が出力されるユーザーが地理的データベースのどの部分に
おいて、交通事象が生じたかを理解し得るような態様で記載され得る。
【００１３】
　提供された記載を用いて、道路セグメントのテキスト出力を生成することが可能である
。しかし、道路セグメントの記載は、ユーザーが道路セグメントの記載を傾聴し得るよう
に、テキスト－スピーチシステムを用いてユーザーに出力され得ることを理解されたい。
【００１４】
　道路セグメントを一意的に識別する１つの可能性は、第一の２つの位置参照ポイントが
、前記より大きい道路セクションの１つの端および他方の端（ｈａｎｄ）上に位置決めさ
れた地理的オブジェクトを記載し、第二の２つの位置参照ポイントが前記道路上の道路セ
グメントをさらに範囲設定する地理的オブジェクトを記載する場合である。例として、第
一の２つの位置参照ポイントは、より大きな道路セクションによって接続され、ある道路
セグメントが閉じられている村または街に対応し得る。第一の２つの位置参照拡張ポイン
トは、ユーザーが一般的な道路（例えば、村Ａから村Ｂまでの道路）を識別することを可
能にし、第二の２つの位置参照拡張ポイントは、村Ａと村Ｂとの間の道路のどの部分また
はサブセクションが閉じられているのかをさらに詳細に記載する。
【００１５】
　発明は、ＩＳＯ　１７５７２－３規格に基づく道路セグメントの記載を生成するシステ
ムにさらに関する。システムは、道路セグメントに関する情報を受信する受信器を含む。
情報は、前記道路セグメントにおいて生じている交通事象であり得る。システムは、上で
言及した２つの第一の位置参照ポイントおよび上で言及した２つの第二の位置参照ポイン
トを決定するように構成されている処理ユニットをさらに含む。システムは、ユーザーに
出力される前記道路セグメントに対する記載を生成するメッセージ生成ユニットをさらに
含む。記載は、２つの第一の位置参照ポイントおよび２つの第二の位置参照ポイントを含
む。好ましくは、２つの第一および２つの第二の参照ポイントは、位置参照拡張ポイント
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である。メッセージ生成ユニットは、メッセージをＩＳＯ　１７５７２－３で記載される
エンコード規則に基づき生成する。
【００１６】
　システムは、メッセージを受信器に送信する送信器をさらに含み得る。受信器において
、メッセージは受信され、デコードされる。受信器に情報ユニットが提供され得る。情報
ユニットは、ユーザーに出力される道路セグメントの記載を生成するように構成されてい
る。２つの第一の位置参照拡張ポイントおよび２つの第二の位置参照拡張ポイントの決定
は、高い計算負荷に結果としてなる処理工程であり得る。したがって、好ましくは、この
工程は、前記道路セグメントにおける交通事象に関する情報が収集される中央サーバーに
おいて行われる。次いで、この中央サーバーは、メッセージを生成し、放送ユニットは、
メッセージを受信器に送信し得る。受信器において、メッセージがデコードされ、メッセ
ージはユーザーに表示される。別の実施形態において、２つの第一の位置参照拡張ポイン
トおよび２つの第二の位置参照拡張ポイントの決定が受信器自体において行われることも
あり得る。この実施形態において、受信器は、２つの位置参照コアポイントを受信するの
みである。２つの位置参照コアポイントは、道路セグメントを地理的データベースにおい
て識別することを可能にする。次いで、受信器は、２つの第一および２つの第二の参照拡
張ポイントを、受信された参照コアポイントに基づき決定する。
【００１７】
　例えば、本発明は、以下の項目を提供する。
（項目１）
　地理的データベースに格納されている位置を用いた道路セグメントの記載を提供する方
法であって、該道路セグメントの記載は、ユーザーに出力され、該道路セグメントは、位
置参照ポイントに基づき、該地理的データベースにおいて識別され、該位置参照ポイント
は、該地理的データベースにおける該道路セグメントの一意的な識別をＩＳＯ　１７５７
２－３に従う動的位置参照技術に基づき可能にし、
　該方法は、
　２つの第一の位置参照ポイントを提供する工程であって、該２つの第一の位置参照ポイ
ントを用いて、該道路セグメントを含む、より大きい道路セクションは記載され、該２つ
の第一の位置参照ポイントのうちの１つは、該より大きい道路セクションの第一の端に位
置決めされた地理的オブジェクトに対応し、該２つの第一の位置参照ポイントのうちの他
方は、該より大きい道路セクションの第二の端に位置決めされた地理的オブジェクトに対
応する、工程と、
　２つの第二の位置参照ポイントを提供する工程であって、該２つの第二の位置参照ポイ
ントを用いて、該より大きい道路セクション内の該道路セグメントの場所は、該より大き
い道路セクションのサブセクションを規定することによって、より正確に地理的に規定さ
れ、該サブセクションにおいて、該道路セグメントは、該２つの第二の位置参照ポイント
を用いて位置決めされる、工程と
　を含む、方法。
（項目２）
　上記道路セグメントは、位置参照コアポイントに基づき、上記地理的データベースにお
いて識別され、上記２つの第一および２つの第二の位置参照ポイントは、位置参照拡張ポ
イントであり、該位置参照拡張ポイントは、該位置参照コアポイントに加えられ、ユーザ
ーに出力される該道路セグメントの記載のために用いられる、上記項目に記載の方法。
（項目３）
　上記道路セグメントは、上記第一の位置参照ポイントを接続することによって規定され
る接続と、上記２つの第二の位置参照ポイントを接続することによって規定される接続と
の間の重複上に位置決めされる、上記項目のうちのいずれか一項に記載の方法。
（項目４）
　上記道路セグメントの記載を、上記提供された記載を用いて生成する工程であって、該
道路セグメントは、上記より大きい道路セクションを上記２つの第一の位置参照ポイント
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を用いて記載することと、該より大きい道路セクション内の上記サブセクションを上記２
つの第二の位置参照ポイントを用いて記載することとによって記載され、該生成された記
載はユーザーに出力される、工程をさらに含む、上記項目のうちのいずれか一項に記載の
方法。
（項目５）
　上記提供された記載は、上記道路セグメントのテキスト出力を上記ユーザーに対して生
成するために用いられる、上記項目のうちのいずれか一項に記載の方法。
（項目６）
　上記記載された道路セグメントは、交通事象が生じた道路セグメントであり、該道路セ
グメントの記載は、上記ユーザーに該道路セグメント上の該交通事象に関して通知するた
めに用いられる、上記項目のうちのいずれか一項に記載の方法。
（項目７）
　上記第一の２つの位置参照ポイントは、上記より大きい道路セクションを含む道路の上
記１つの端および上記他方の端上に位置決めされた地理的オブジェクトを記載し、上記第
二の２つの位置参照ポイントは、該道路上の該道路セグメントをさらに範囲設定する地理
的オブジェクトを記載する、上記項目のうちのいずれか一項に記載の方法。
（項目８）
　上記２つの第一の位置参照ポイントから上記道路セグメントまでの距離は、上記２つの
第二の位置参照ポイントから該道路セグメントまでの距離よりも大きい、上記項目のうち
のいずれか一項に記載の方法。
（項目９）
　地理的データベースに格納されている位置を用いた道路セグメントの記載を生成するシ
ステムであって、該道路セグメントの記載は、ユーザーに出力され、該道路セグメントは
、位置参照ポイントに基づき、該地理的データベースにおいて識別され、該位置参照ポイ
ントは、該地理的データベースにおける該道路セグメントの一意的な識別をＩＳＯ　１７
５７２－３に従う動的位置参照技術に基づき可能にし、
　該システムは、
　受信器であって、該受信器は、該道路セグメントに関する情報を受信する、受信器と、
　処理ユニットであって、該処理ユニットは、２つの第一の位置参照ポイントを決定する
ように構成されており、該２つの第一の位置参照ポイントを用いて、該道路セグメントを
含む、より大きな道路セクションは記載され、該２つの第一の位置参照ポイントのうちの
１つは、該より大きな道路セクションの第一の端に位置決めされた地理的オブジェクトに
対応し、該２つの第一の位置参照ポイントのうちの他方は、該より大きな道路セクション
の第二の端に位置決めされた地理的オブジェクトに対応し、該処理ユニットは、２つの第
二の位置参照ポイントを決定するようにさらに構成されており、該２つの第二の位置参照
ポイントを用いて、該より大きな道路セクション内の該道路セグメントの場所を該より大
きな道路セクションのサブセクションを規定することによって、より正確に地理的に規定
し、該サブセクションにおいて、該道路セグメントは、該２つの第二の位置参照ポイント
を用いて位置決めされる、処理ユニットと、
　メッセージ生成ユニットであって、該メッセージ生成ユニットは、ユーザーに出力され
る該道路セグメントの記載を生成し、該記載は、該２つの第一の位置参照ポイントおよび
該２つの第二の位置参照ポイントを含む、メッセージ生成ユニットと
　を含む、システム。
（項目１０）
　上記メッセージ生成ユニットは、上記道路セグメントの記載を上記２つの第一の位置参
照ポイントを用いて、上記より大きな道路セクションを記載することと、該より大きな道
路セクション内の上記サブセクションを記載することとによって生成するように構成され
ており、該サブセクションにおいて、該道路セグメントは、上記２つの第二の位置参照ポ
イントを用いて位置決めされる、上記項目のうちのいずれか一項に記載のシステム。
（項目１１）
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　上記処理ユニットは、上記第一の２つの位置参照ポイントが上記より大きな道路セクシ
ョンを含む道路の上記１つの端および上記他方の端上に位置決めされた地理的オブジェク
トを記載するような態様と、上記第二の２つの位置参照ポイントが該道路の該道路セグメ
ントをさらに範囲設定する地理的オブジェクトを記載するような態様とで該２つの第一の
位置を決定するように構成されている、上記項目のうちのいずれか一項に記載のシステム
。
（項目１２）
　上記地理的オブジェクトは、村、都市密集地または関心のある位置である、上記項目の
うちのいずれか一項に記載のシステム。
（項目１３）
　上記メッセージ生成ユニットは、上記道路セグメントの記載を上記２つの第一および第
二の位置参照ポイントを上記位置参照拡張ポイントとして上記メッセージ内に生成する、
上記項目のうちのいずれか一項に記載のシステム。
（項目１４）
　道路セグメント上の交通事象に関する情報を含む交通メッセージを受信する受信器であ
って、該道路セグメントは、位置参照ポイントに基づき、地理的データベースにおいて識
別され、該位置参照ポイントは、該地理的データベースにおける該道路セグメントの一意
的な識別をＩＳＯ　１７５７２－３に従う動的位置参照技術に基づき可能にし、
　該受信器は、
　受信ユニットであって、該受信ユニットは、２つの第一の位置参照ポイントを含むメッ
セージを受信し、該２つの第一の位置参照ポイントを用いて、該道路セグメントを含む、
より大きな道路セクションは記載され、該２つの第一の位置参照ポイントのうちの１つは
、該より大きな道路セクションの第一の端に位置決めされた地理的オブジェクトに対応し
、該２つの第一の位置参照ポイントのうちの他方は、該より大きな道路セクションの第二
の端に位置決めされた地理的オブジェクトに対応し、該メッセージは、２つの第二の位置
参照ポイントをさらに含み、該２つの第二の位置参照ポイントを用いて、該より大きな道
路セクション内の該道路セグメントの場所は、該より大きな道路セクションのサブセクシ
ョンを規定することによって、より正確に地理的に規定され、該サブセクションにおいて
、該道路セグメントは、該２つの第二の参照ポイントを用いて位置決めされる、受信ユニ
ットと、
　デコーダーであって、該デコーダーは、該受信されたメッセージをデコードし、該第一
および第二の位置参照ポイントを抽出する、デコーダーと、
　情報生成ユニットであって、該情報生成ユニットは、該受信器のユーザーに出力される
記載を生成するように構成されており、該ユーザーに該道路セグメント上の該交通事象に
関して通知し、該道路セグメントは、該第一の２つの位置参照ポイントおよび該第二の２
つの位置参照ポイントを用いて記載される、情報生成ユニットと
　を含む、受信器。
（項目１５）
　上記情報ユニットは、ユーザーに出力される上記記載を、上記より大きい道路セクショ
ンを上記２つの第一の位置参照ポイントを用いて記載することと、該より大きな道路セク
ション内のサブセクションを記載することとによって、生成し、該サブセクションにおい
て、該道路セグメントは、上記２つの第二の位置参照ポイントを用いて位置決めされる、
上記項目のうちのいずれか一項に記載の受信器。
（項目１６）
　上記情報ユニットは、ユーザーに出力される上記記載を、上記第一の２つの位置参照ポ
イントとして、上記より大きい道路セクションを含む道路の１つの端および他方の端上に
位置決めされた地理的オブジェクトを記載することと、上記２つの第二の参照ポイントと
して、該道路上の上記道路セグメントをさらに範囲設定する地理的オブジェクトを記載す
ることとによって生成する、上記項目のうちのいずれか一項に記載の受信器。
【００１８】
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　（摘要）
　本発明は、地理的データベースに格納されている位置を用いた道路セグメントの記載を
提供する方法に関する。道路セグメントの記載は、ユーザーに出力される。道路セグメン
トは、位置参照ポイントに基づき、地理的データベースにおいて識別される。位置参照ポ
イントは、地理的データベースにおける前記道路セグメントの一意的な識別を、ＩＳＯ　
１７５７２－３に従う動的位置参照技術に基づいて可能にする。方法は、
　２つの第一の位置参照ポイントを提供する工程であって、２つの第一の位置参照ポイン
トを用いて、前記道路セグメントを含む、より大きな道路セクションが記載され、２つの
第一の位置参照ポイントのうちの１つは、前記より大きな道路セクションの第一の端に位
置決めされた地理的オブジェクトに対応し、２つの第一の位置参照ポイントの他方は、前
記より大きな道路セクションの第二の端に位置決めされた地理的オブジェクトに対応する
、工程と、
　２つの第二の位置参照ポイントを提供する工程であって、２つの第二の位置参照ポイン
トを用いて、前記より大きい道路セクション内の道路セグメントのポイントは、より大き
な道路セクションのサブセクションを規定することによって、より正確に地理的に規定さ
れ、より大きな道路セクションに、道路セグメントが、２つの第二の位置参照ポイントを
用いて位置決めされる、工程と
　を含む。
【００１９】
　発明は、添付の図面を参照して、さらに詳細に記載される。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】図１は、２つの村の間の閉じられた道路セクションの実施形態を示す。
【図２】図２は、別の地理的状況における閉じられた道路セクションの実施形態を示す。
【図３】図３は、さらなる地理的状況における閉じられた道路セクションの例を示す。
【図４】図４は、さらに別の地理的状況における閉じられた道路セクションを示す。
【図５】図５は、道路セグメントの記載を生成するシステムと、記載をユーザーに表示す
る受信器との概略図を示す。
【図６】図６は、道路セクションの記載を生成し、表示するための異なる工程を有する状
態図を示す。
【図７】図７は、生成されたメッセージのコンポーネントの概略図を示す。
【図８】図８は、２つの地理的位置の間の閉じられた道路セクションの例を示す。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
　（詳細な説明）
　図１において、実施形態が示され、道路セグメント１０は、２つの村（村１と村２）の
間に閉じられる。図１の実施形態において、道路セグメントの記載は、村１および２がＴ
ＭＣデコーダーによって用いられる位置テーブルに含まれる場合、ＴＭＣメッセージによ
ってすら容易に得られ得る。村１と村２との間の道路は、ジャンクションを有さないので
、道路セグメントは、村１と２との間に位置決めされた道路セグメントとして識別され得
る。図２において示される実施形態において、状況は既にさらに複雑である。なぜなら、
道路セグメントが村１と村２との間に位置決めされているもとして記載され得るのか、ま
たは村１と村３との間に位置決めされているものとして記載され得るのかが決定されなけ
ればならないからである。村２が村３よりも閉じられたセクションに近い場合（図３を参
照）、閉じられた道路セグメントは、村１と村２との間に位置決めされているものとして
記載され得る。閉じられた道路セクションを記載するための別の基準は、２つの村２また
は３に居住する人の数であり得る。別の基準は、道路の名称であり得る。村１と３との間
の道路は、名称を有する（例えば、Ｌ１２３）が、村２とジャンクションとの間の道路の
一部が異なる名称を有する場合、道路セグメントは、村１と３との間に位置するものとし
て記載され得る。しかし、図４において示される実施形態において、状況はますます複雑
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になる。なぜなら、道路セグメントは、村１もしくは村２ａ～２ｄ、３ａ、３ｂ、４また
は４ａ～４ｄのうちの１つを単に用いては記載され得ないからである。図１～図４に関連
して開示される例から、閉じられた道路セグメントの近隣に位置決めされた地理的位置を
２つのみ用いた道路セグメントの記載は、全ての状況において満足いく解決策を提供しな
いと結論付けることができる。前記道路セグメントを含む道路に沿って位置決めされた２
つの村を記載するのみの道路セグメントの記載は、ユーザーが閉じられた道路セグメント
を識別することを可能にするには十分でない場合がある。本発明に従って、ここで解決策
は、閉じられた道路セグメントを記載するコアポイントに加えて、位置参照拡張ポイント
を用いることである。このことは、図８において示される例を参照して、より詳細に説明
される。
【００２２】
　図８の例において、道路セグメント１０が閉じられ得るか、または交通渋滞が道路セグ
メント１０において存在し得る。閉じられた道路セクションが位置決めされる道路１００
は、第一の街または都市密集地２０と第二の都市密集地３０との間に位置決めされる。都
市密集地２０および３０は、より小さい村でもあり得、道路１００は、いずれの道路カテ
ゴリーでもあり得る。地理的データベースにおいて表される道路１００は、位置参照コア
ポイントを用いて記載され得る。位置参照コアポイントは、図８において、参照数字１０
０ａ～１００ｄによって示される。位置参照コアポイントは、所定の目的地までのルート
を計算するナビゲーションシステムによって用いられ得るか、または地理的データベース
のマップデータを表示するために用いられ得る位置情報を提供する。ナビゲーションシス
テムが、コアポイント１００ｂおよび１００ｃを含む交通情報を受信した場合、システム
は、問題が生じている道路セグメントを内部構造において一意的に識別し得る。しかし、
これらコアポイントは、ユーザーに出力される記載に対しては適切ではない。なぜなら、
ユーザーは、２つのコアポイント１００ｂおよび１００ｃによって提供される情報を解釈
および正しく理解する能力を有さない場合があるからである。
【００２３】
　図８を参照し直すと、表示されたマップは、道路１００に加えて、他の道路（例えば、
街２０の周りの円形道路１２０または道路１１０～１１４）を示す。発明の実施形態に従
って、閉じられた道路セグメントが、ここで、道路セグメント１００を含む、より大きな
道路セクションを記載する２つの位置ポイントを決定することによって記載され得る。示
される実施形態において、これら２つの地理的オブジェクトは、街２０および３０である
。なぜなら、これら２つの街２０および３０が道路１００を範囲設定するからである。前
記より大きな道路セクション内において、道路セグメントは、２つの地理的オブジェクト
２１と２２との間に位置するものとして、さらに詳細に説明され得る。これらオブジェク
トは、村または都市密集地、関心のある位置などであり得る。結果として、道路セグメン
ト１０は、位置２０と３０との間の道路上に位置するものとして特定され、閉じられた部
分は、位置２１と２２との間に位置決めされる。本発明に従って、これら４つの位置ポイ
ントは、これら４つの位置ポイントを位置参照拡張ポイントとして、位置参照コアポイン
ト１００ｂおよび１００ｃを含むメッセージに加えることによって、ユーザーへ出力され
る道路セグメントの記載に対して用いられる。より大きな道路セクションを記載する２つ
の地理的オブジェクトは、より大きな道路セクション内の道路セグメントを、より明確に
範囲設定するために用いられる２つの地理的オブジェクトよりも、大きな距離で道路セグ
メントに位置決めされる。道路セグメント１０は、より大きな道路セクションと、地理的
オブジェクト２１と２２との間の接続との間のインターセクション／重複に位置決めされ
るものとして記載され得る。
【００２４】
　図７は、ＩＳＯ　１７５７２－３を用いてコード化された交通メッセージの概略図を示
す。メッセージは、位置参照コアポイントを含む第一のフィールド７１および第二のフィ
ールド７２を含む。コアポイントは、ＩＳＯ　１７５７２－３においてさらに詳細に特定
されるエンコード規則を用いて、フィールド７１および７２においてエンコードされる。
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さらに、交通メッセージは、４つのフィールド７３～７６を含む。各フィールドは、図８
に関連して上で言及した閉じられた道路セクションを記載する位置参照拡張ポイントを含
む。位置参照拡張ポイント２０および３０は、道路セグメントを含む、より大きな道路セ
クションを記載する第一の２つの位置参照ポイントと、村２１と２２との間の閉じられた
道路セグメントの位置を、より詳細に記載するフィールド７５および７６に位置決めされ
た第二の２つの位置参照拡張ポイントとである。４つの位置参照拡張ポイントは、必ずし
も上で言及された順序でメッセージに含まれる必要はない。４つの位置参照拡張ポイント
は、予め規定され順序が用いられ、メッセージを生成するシステムおよびメッセージを受
信し、デコードするシステムに知られている限り、いずれの順序を用いてメッセージに提
供され得る。
【００２５】
　発明を図４における例に適用した場合、このことは、道路セグメント１０は、２つの第
一の位置参照ポイントとしての２つの地理的位置（例えば、位置１、またはさらに離れて
位置決めされた他の、より大きなオブジェクトおよび道路６上に位置決めされ、図４にお
いて示されていない、別のより重要な位置）を有し、２つの第二の位置参照ポイント（例
えば、地理的オブジェクト１および地理的オブジェクト４）を有する、より大きな道路セ
クションによって記載される。次いで、道路セグメント１０は、２つの第一の位置参照ポ
イントを接続するセグメントと、２つの第二の位置参照ポイントを接続するセグメントと
のうちの重複部分に位置決めされる。
【００２６】
　図５において、道路セグメントのメッセージを表示することに関する、異なるコンポー
ネントがより詳細に述べられる。システム５０は、道路セグメントの記載を、交通プロバ
イダーによって提供され、受信器５１を介して受信される交通情報に基づいて生成する。
システムは、処理ユニット５２をさらに含む。処理ユニット５２は、２つの第一の位置参
照拡張ポイントおよび２つの第二の位置参照拡張ポイントを決定するように構成されてい
る。それらのポイントは、交通事象が検知された道路セグメントをより詳細に記載するた
めに必要とされる。処理ユニットは、ＤｉｊｋｓｔｒａまたはＡ＊アルゴリズムのような
公知のアルゴリズムを用いて、第一の２つの位置参照拡張ポイントを、交通事象に含まれ
る位置参照コアポイントに基づいて決定する。拡張ポイントは、交通事象が指す道路セグ
メントを含む道路の第一の端および第二の端を記載する。処理ユニット５２は、２つの第
二の位置参照拡張ポイント（例えば、図８の例におけるポイント２１および２２）を決定
するようにさらに構成されている。処理ユニットが４つの位置を決定すると、メッセージ
生成ユニット５３は、交通メッセージを、ＩＳＯ１７５７２－３から公知のエンコード規
則を用いて生成する。
【００２７】
　４つの位置（例えば、位置２０、３０および２１および２２）が位置参照拡張ポイント
としてメッセージに加えられる。次いで、生成されたメッセージは、送信器５４によって
送信され得る（例えば、生成されたメッセージは、ラジオチャネルで放送され得る）。さ
らに、受信器６０が示され、乗り物に組み込まれたナビゲーションシステムの一部であり
得るか、または単にラジオ受信器であり得る。受信器は、受信ユニット６１を含む。受信
ユニット６１は、閉じられた道路セグメントの記載を含む放送された交通メッセージを受
信するように構成されている。受信器は、システム５０によって生成されたメッセージが
デコードされるデコーダー６２をさらに含む。情報ユニット６３は、閉じられた道路セグ
メントの記載を生成する。情報ユニットは、第一の２つの位置参照拡張ポイントを、どの
道路上において、閉じられたセクションが位置決めされるかを概略的に記載する位置とし
て正しく識別するように構成されている。情報ユニットは、道路のどの部分において、閉
じられた道路セグメントが位置決めされるかを、さらに詳細に記載する２つの第二の位置
参照拡張ポイントを識別するようにさらに構成されている。例として、情報ユニットは、
街２０と３０との間の道路の道路セグメントが閉じられているというメッセージを生成し
得る。セグメントは、村２１と２２との間により正確に位置決めされる。４つの拡張され
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ことによって決定され得る。次いで、記載がディスプレイ６４上でユーザーに出力され得
る。
【００２８】
　図５に関連して、本発明の理解に必要なコンポーネントのみが詳細に記載される。他の
コンポーネントは、明確にするために省略される。さらに、システム５０および受信器６
０において示される異なる要素が別個に存在するものとして示される。述べられた機能は
、システム５０または受信器６０に含まれる他のモジュールに組み込まれ得ることを理解
されたい。さらに、示される異なる機能は、ハードウェアまたはソフトウェアによって、
もしくはハードウェアとソフトウェアとの組み合わせとして、組み込まれ得る。
【００２９】
　図６において、記載を生成するための異なる工程が要約される。データサービスプロバ
イダーは、システム５０によって工程Ｓ１において受信される交通情報を生成し得る。提
供される交通情報は、道路セグメントが一意的に決定され得る２つの位置参照コアポイン
トの決定を可能にする。工程Ｓ２において、システムは、４つの拡張ポイントを２つのコ
アポイントを用いて決定する。２つのコアポイントは、ユーザーによって理解され得る閉
じられた道路セクションを一意的に記載することを可能にする。工程Ｓ３において、交通
メッセージが生成され、４つの位置参照拡張ポイントを含む。メッセージが生成された場
合、それは工程Ｓ４において放送され得る。次いで、メッセージは、受信器によって受信
され得、工程Ｓ５においてデコードされ得る。工程Ｓ６において、メッセージは、より大
きな道路セクションを記載する２つの第一の位置参照拡張ポイントを抽出することによっ
て生成される。さらに、２つの第二の位置参照拡張ポイントが抽出される。２つの第二の
位置参照拡張ポイントは、道路セグメントをより詳細に限定し、記載する地理的オブジェ
クトをより詳細に記載する。次いで、工程Ｓ７において、記載がユーザーに表示され得る
。表示された情報によって、ユーザーは、閉じられた道路セグメントに関して通知される
。
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